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【問合せ】人権啓発センター　☎２２‐８０１７（市役所別館１階）

人権コラム　

心、豊かに
市民意識調査報告⑪

　今回は、「人権学習会の参加状況」と「人権コラムの閲読状況」についての調査結果を
お知らせします。
　人権学習会の参加状況についてはグラフ①のとおりです。「全く参加したことがない」
が、若年層になるにつれて多くなっており、他の問いで参加したことがない理由を尋ねる
と「開催を知らなかった」が最も多くなっていました。次に、人権コラムの閲読状況につ
いてはグラフ②のとおりです。「載っていることを知らない」が、ここでも若年層になる
につれて多い結果となりました。
　今後、学習会の開催案内や広報について、関係機関と連携しながら広く市民に周知し、
啓発の推進を図る必要があります。

［グラフ①　人権学習会の参加状況について（１つ回答）］ ［グラフ②　人権コラムの閲読状況について（１つ回答）］
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天領日田
  おひなまつり

◎豆田流しびな
　３月２日㈯・３日㈰
　午前10時～午後２時
　桂林荘公園
◎第20回ひな祭り
　女子遠的弓道大会
　３月20日㈷
　午前10時～午後４時（予定）
　三隈川岸水上特設射場

◎ロビーコンサート
　期間中の毎週土曜日
　午後８時30分～
※会場は日によって異なります。
お問い合わせください。
◎おひなまつりコンサート
　３月３日㈰
　午後１時30分～、午後３時～
　専念寺

◎スタンプラリー
　３月２日㈯・３日㈰
　午前10時～午後２時
　豆田地区
◎和装着付けサービス
　３月２日㈯・３日㈰
　豆田地区
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豆田町の交通規制
　下記の時間は豆田町の上町
通りが一方通行に、御幸通り
が車両通行止めとなります。
■とき　２月17日㈰・24日
㈰、３月２日㈯・３日㈰・
10日㈰・17日㈰・24日㈰の
７日

■時間　午前10時～午後５時

　天領日田おひなまつりは今年で30回目を
迎えます。
　豆田地区や隈地区、天瀬町などで絢爛豪
華なひな人形やひな道具が展示されるほ
か、様々なイベントが開催されます。

同時期に開催されるイベント（３月開催分）

【問合せ】観光課
　☎２２‐８２１０（市役所３階）
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参加したことがある 全く参加したことがない 無回答
毎月読んでいる ときどき読んでいる 
知っているが、読んでいない
載っていることを知らない

関心がないので、読んでいない 

16.7 83.3
42.9 55.1

46.2 53.8

50 47.7

58.4 33.7

66.2 23.9

54.5 27.3

52.6 41.6

20歳代

合計 18.7 41.1 10.5 165.9

80歳代 26 34 8 86

60歳代 23.7 46.2 7.5 6.5 6.5

50歳代 12.5 37.5 17 18.28

40歳代 7.7 52.3 12.3 7.7 16.9

26.3 10.5 15.8 42.1

30歳代 14 34 12 36
2

70歳代 31 6
2.4

42.9 9.5

無回答
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【自治基本条例　構成（案）】
①総則
・目的
・条例の位置付け
・定義
・自治の基本原則
②各主体の権利及び責務
・市民の権利、責務
・事業者等の権利、責務
・市議会（議員）の責務
・地域コミュニティ
・小規模集落等対策
・子どもの権利及び健全
育成
・市長、職員の責務
③参画と協働
・参画
・協働
④住民投票
・住民投票
⑤市政運営
・政策法務、創意工夫に
基づく市政運営
・組織及び人事政策
・計画的な行政運営
・財政運営
・行政評価
・審議会等
・情報公開、提供
・個人情報保護
・パブリックコメント手続
・市外の人々との交流、
連携
・国及び他の地方公共団
体との連携
・危機管理
⑥その他
・条例の見直し
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自治基本条例 前文（例）
　私たちのまち日田市は、阿蘇、くじゅう山系や英彦山系の美
しい山々に囲まれ、これらの山系で育まれた豊富な水に恵まれ
ていることから「水郷ひた」と呼ばれています。また、日田杉
に代表される林業の盛んなまちであり、古くから栄えてきた天
ヶ瀬温泉など豊かな温泉が湧出する観光地でもあります。
　歴史を振り返ると、国の重要文化財に指定された吹上遺跡な
ど多くの遺跡から出土品が発掘され、古代史のロマン香るとこ
ろです。また、古くから北部九州の各地を結ぶ交通の要衝にあ
り、江戸時代には幕府直轄地・天領として西国筋郡代が置かれ、
政治・経済の中心地として繁栄しました。さらに、廣瀬淡窓が
開いた「咸宜園」には、全国から多くの門下生が集まり、「鋭
きも鈍きも、ともに捨てがたし、錐と槌とに使いわけなば」の
歌のように、個性を尊重する教育理念のもとに人材の輩出に貢
献してきた文教のまちです。
　このように先人が守り育ててきた素晴らしい自然、歴史、文
化に満ちたこのまちを、私たちは次の世代に引き継いでいくと
ともに、より一層住みよい地域社会の構築を進めていかなけれ
ばなりません。
　そのためには、市民と市議会と行政がそれぞれの責任や役割
を認識し、異なる立場や考え方をお互い理解し、協力しなが
ら、よりよいまちづくりに取り組むことが大切です。
　よって、ここにまちづくりの理念、自治の原則及び市政運営
の基本的な仕組みを明らかにすることで「市民参画の開かれた
市政」を実現し、私たち一人ひとりが暮らしやすいと感じるこ
とができるまちを目指すため、この条例を制定します。

きり つち
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